
20年以上介護・福祉の現場で実践経験を持

つ。認知症の方や障がいのある方の自己実現

や、可能性を伸ばす支援の重要性を啓発する

ために活動したいと考え、2017年合同会社

アールプラスを開業、若年性認知症の方の働

く場所づくりを始めた。現在は障がい児の支

援をする児童発達支援事業・放課後等デイ

サービス、相談支援事業所も展開。2024年か

らは川俣町にてダイバーシティー＆インクルー

ジョンを重視した「障がいのない街づくり」を

目指して活動している。
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会場　いわき産業創造館6F

　　　　「セミナー室」
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2025年

とは？

合理的配慮

障がいのある人から、社会の中にあるバリアを取り除くために

何らかの対応を必要としているとの意思が伝えられた時に、

負担が重すぎない範囲で対応することが求められるものです。

手の届かない場所に

ある商品をかわりに

取って渡す

お店で

これ
ですね

難しい説明をすると

きにイラストや簡単

な言葉を使って説明

する

窓口で

これで
いかがですか？

視覚障がいがあり

タッチパネルを操作

できない方の注文を

かわりに行う

飲食店で
ヘルプマークを付けて

いる方へ配慮する乗物で

どうぞ

みんなでできることを

考えよう！

セミナー
合理的配慮福

島
県

主　催 福島県保健福祉部障がい福祉課

事務局 （株）ライクス

TEL：024-573-8063　　FAX：024-573-4007

受付時間：平日9:00～18:00

担当：関根

参加申込はこちらから

疑問や不安を共有して、一緒に考えましょう！

誰に相談すると

いいんだろう？

具体的な事例を

たくさん知りたい！

障がいのある方の

思いや意見を聞きたい。

「障害者差別解消法」の一部改正に伴い、令和6年4月から、民間事業者の皆様にも合理的配

慮の提供が義務化されました。

ワークショップ形式のセミナーを通して、企業による具体的な取組事例を聞き、参加者同士で

学び合い、実際の業務に活かせる合理的配慮について理解を深めましょう。

合理的配慮が義務化され

ても何から始めたらいい

のかがわからない・・・。

プロフィール

主に接客や窓口業務等を行う

事業所や団体の皆様

参加申し込みは先着順となります。

対面受講を希望される場合には、

お早めにお申し込みください。

対象　

質疑・応答・アンケート

2

3

互い目線を大切にした“当たり前”の配慮を目指して

～地域でつくる合理的配慮～ (講師　若松 秀樹 氏)

合理的配慮の提供に関する具体的な取り組み事例の紹介

実際の業務等に活かせる具体的な合理的配慮の提供についてのグループワーク 等

セ
ミ
ナ
ー
内
容

※Googleフォームでの申込が難し

　 い方は事務局までご連絡ください。

※参加にあたり、必要な配慮があり

　 ましたらご入力ください。

申込締切11月21日

申込締切1月15日

障がいの基礎知識と障害者差別解消法について1
(講師　福島県障がい福祉課)

講師

若松 秀樹 氏

合同会社アールプラス

代表社員

参加費無料

要事前申込


